
LA276 Leading Cases in Civil Law 代理人の権限濫用
民法の判例から

ケース（３）：だ い り に ん代理人のけんげんらんよう権限濫用
【じじつかんけい事実関係とは ん し判旨】

1.
かいしゃ

会社Yは、
か し

菓子の
せ い ぞ う き き

製造機器や
げんりょう

原料などを
はんばい

販売していた。Aは、この
かいしゃ

会社で
はたら

働いていて、
か し

菓子の
げんりょう

原料を
し い

仕入れる
し ご と

仕事をしていた。
かいしゃ

会社Bは、Yの
とりひきさき

取引先だった。Aは、Bと
した

親しく

なって、Bを
たす

助けるようになった。ある
とき

時、BはAに、Yの
め い ぎ

名義で
かいしゃ

会社 Xから
れんにゅう

練乳を
か

買ってく

れるように、お
ねが

願いした。そして Bは、
さ き ひ づ け こ ぎ っ て

先日付小切手を
ふ

振り
だ

出してAに
わた

渡し、
ばいばいだいきん

売買代金として
わた

渡すようにお
ねが

願いした。Aは、Bの
き ぼ う

希望どおりに、Yの
め い ぎ

名義でXから
れんにゅう

練乳を
か

買い、Bから
う

受

け
と

取った
こ ぎ っ て

小切手に
う ら が

裏書きして、Xに
こ う ふ

交付した。つまり、この
とりひき

取引の
がいけい

外形だけを
み

見ると、YがX

から
れんにゅう

練乳を
か

買い、その
だいきん

代金として、Yが
じ ぶ ん

自分で
こ ぎ っ て

小切手を
ふ

振り
だ

出したように
み

見えた。

2. ところが、この
こ ぎ っ て

小切手が
ふ わ た

不渡りとなった。そこでXは、
こ ぎ っ て

小切手に
うらがき

裏書したYに、
れんにゅうだいきん

練乳代金の
し は ら

支払いを
せいきゅう

請求して
そしょう

訴訟を
て い き

提起した。

3.
だいいっしん

第一審でXは、「この
ばいばいけいやく

売買契約は、Aの
けんげんない

権限内の
とりひき

取引であるから、
ゆうこう

有効である」と
しゅちょう

主張し

た。これに
たい

対してYは、「この
ばいばいけいやく

売買契約は、Aが
か っ て

勝手に Bの
り え き

利益のために
むす

結んだものだから、

Aは
じ ぶ ん

自分の
けんげん

権限を
こ

超えて
こ う い

行為している。しかも、Xはこの
じじょう

事情を
し

知っていた。だから、この
ばいばいけいやく

売買契約は
む こ う

無効である」と
しゅちょう

主張した。

4.
だいいっしん

第一審は、この
じ け ん

事件に
みんぽうだい

民法第93
じょう

条を
てきよう

適用した。この
じょうぶん

条文は「たとえ
いつわ

偽りの
い し ひ ょ う じ

意思表示でも、

それを
しん

信じた
あいてがた

相手方や
だいさんしゃ

第三者を
ほ ご

保護するために、それを
ゆうこう

有効とする」という
げんそく

原則を
さだ

定めたも

のである。しかし、その
ただしが

但書きは「ただし、
あいてがた

相手方が
ひょういしゃ

表意者の
し ん い

真意を
し

知り、
また

又は
し

知ることがで

きたときは、その
い し ひ ょ う じ

意思表示は、
む こ う

無効とする」と
さだ

定めている。これは、「
しんぎせいじつ

信義誠実の
げんそく

原則」に
したが

従ったルールである。

5. ところで
ほんけん

本件の
けいやく

契約は、
ほんにん

本人であるYにとっては、
だいりにん

代理人のAがXと
かって

勝手に結んだもので

あって、自分の
い し

意思に
もと

基づくものではなかったから「
いつわ

偽りの
けいやく

契約」であるが、Xにとっては、

Yの本当の意思を知ることは難しいから、Yに「本当の意思に基づかないから、この契約は

無効だ」と主張されると、
とりひき

取引ができなくなってしまう。このため、通常は本件のような契約

でも有効だと判断される。しかしながら本件の場合、
あいてがた

相手方であるXがこの契約がY本人

– 5 –



LA276 Leading Cases in Civil Law 代理人の権限濫用
の意思に基づかず、偽りのものであることを十分に

しょうち

承知していたから、
さいばんしょ

裁判所は、「
しん　ぎ

信義
せいじつ

誠実の
げんそく

原則」に
はん

反するため、この
けいやく

契約を
む こ う

無効と
かんが

考えるべきだと
はんだん

判断した。そして、
だい

第93
じょう

条
ただしがき

但書を「
るいすい

類推
てきよう

適用」して、Xの
せいきゅう

請求を
ききゃく

棄却した。

6. これに
たい

対してXは
こ う そ

控訴したが、
こうそしん

控訴審もそれを
ききゃく

棄却した。Xはさらに
じょうこく

上告したが、
さいこうさいばんしょ

最高裁判所もまた、
だいいっしん

第一審、
こうそしん

控訴審と
おな

同じ
り ゆ う

理由で、Xの
じょうこく

上告を
ききゃく

棄却した。

【かんれん関連じょうぶん条文 】
（し ん り り ゅ う ほ心裡留保）⇄　มาตรา ๑๕๔
民法第九十三条
い し ひ ょ う じ

意思表示は、
ひょういしゃ

表意者がその
し ん い

真意ではないことを
し

知ってしたときであっても、そのためにその
こうりょく

効力を
さまた

妨げられない。ただし、
あいてがた

相手方が
ひょういしゃ

表意者の
し ん い

真意を
し

知り、
また

又は
し

知ることができたときは、その
い し

意思
ひょうじ

表示は、
む こ う

無効とする。

มาตรา ๑๕๔
การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผ้้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผ้กพันตามที่ได้แสดงออกมา

ก็ตาม หาเป็นม้ลเหตุให้การแสดงเจตนานัน้เป็นโมฆะไม่ เว้นแต่ค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงจะได้ร้้ถึงเจตนา
อันซ่อนอย่้ในใจของผ้้แสดงนัน้

民法第百九條【１８９６～２００４年】
第三者ニ

たい

對シテ他人ニ代理
けん

權ヲ
あた

與エタル
むね

旨ヲ表示
な

為シタル者ハ
その

其代理權ノ範囲内ニ
おい

於テ其他

人ト第三者トノ間ニ為シタル行為ニ
つ

附キ其
せめ

責ニ
にん

任ス

（だ い り代理けん権じゅ よ授与の表示によるきょうけん表 見 だ い り代理）
民法第百九条【２００４年～】⇄　มาตรา ๘๒๑

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他

人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を

与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

– 6 –



LA276 Leading Cases in Civil Law 代理人の権限濫用

（けんげん権限がい外の行為の表見代理）
民法第百十条【２００４年～】⇄　มาตรา ๘๒๒
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限が

あると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

มาตรา ๘๒๑
บุคคลผ้้ใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ร้้แล้วยอมให้บุคคลอีกคน

หน่ึงเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผ้้นัน้จะต้องรับผิดต่อบุคคล
ภายนอกผ้้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหน่ึงนัน้เป็นตัวแทนของตน

มาตรา ๘๒๒
ถ้าตัวแทนทำาการอันใดเกินอำานาจตัวแทน แต่ทางปฏิบัติของตัวการทำาให้บุคคลภายนอกมีม้ล

เหตุอันสมควรจะเช่ือว่าการอันนัน้อย่้ภายในขอบอำานาจของตัวแทนไซร้ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา
ก่อนน้ีเป็นบทบังคับ แล้วแต่กรณี

【解説】
　日本民法第１０９条にはもともと、

ただしがき

但書がなかった。したがって、代理人がその代理権の範囲内で

行った行為は、たとえそれが
うそ

嘘の代理行為（
ひょうげん

表見
だ い り

代理）であっても、有効と判断された。「
とりひき

取引の安

全」を守るためである。しかし、それが不条理（不合理）であることもある。本件の場合もそうである。

そこで裁判所は、第９３条
ただしがき

但書を類推適用して、この不合理を回避した。その後、平成 16年（２００４

年）の民法改正によって、第１０９条但書が追加されることになった。
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